
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 相当の地代の引き下げ 

Ｑ：当社では、所有する土地を関連会社に

貸し付け、相当の地代を受け取っていますが、

ここ数年地価が下落しており路線価も下がっ

ているため、現在の地価の６％程度まで地代

を引き下げようと思います。この場合、権利

金の認定課税が行われるのでしょうか。 

 

Ａ：地価が下落したことにより、その下落

後の地価に応じた相当の地代の額まで地代を

引き下げるということであれば、権利金の認

定課税は行われません。 

【解説】 

 借地権の設定にあたり権利金を支払う取引

慣行がある地域の土地については、①権利金

の収受をする、②権利金の収受をしない場合

は、相当の地代（土地の更地価額のおおむね

６％程度の地代）を収受すれば、権利金の認

定課税（貸主である法人が借主に対して通常

収受すべき権利金と実際の権利金との差額相

当額を贈与したものとする取扱い）はされな

いこととなっています。 

 ところで、借地権の設定にあたり相当の地

代を収受することとした後でその地代を引き

下げた場合には、その引き下げについて相当

の理由があると認められる場合を除き、その

引き下げた時点で権利金の認定課税を行うこ

ととされています。しかし、地価が下落した

ためその下落後の地価の６％程度にまで地代

を引き下げるのであれば、引き下げに相当の

理由があるものと認められますから、権利金

の認定課税を受けることはないでしょう。 

 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００３年）平成１５年  火曜日  月１   ２ 日  １ 

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

２ ２ １ ６  

号 


